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意見交換会実施状況（R6.8.7：第2回、R6.10.1：第3回）

貯留機能保全
区域

下⽔道の
整備

排⽔ポンプの
運転調整

保全調整池の
指定

浸⽔被害防⽌区
域

⾬⽔貯留施設認
定制度

防災集団移転促進事業
等

⾬⽔貯留施設の整備
（校庭貯留等）

⾬⽔浸透阻害
⾏為の許可等

他の地⽅公共団体の負担

宅地内の排⽔設備
に貯留浸透機能を

付加

浸⽔被害防⽌区域

河川改修

河川管理者による
⾬⽔貯留浸透施設の

整備

⾬⽔貯留施設の整備
（公園貯留等）

① 流域開発による雨水流出量を今以上に増やさない
② 雨水の貯留・浸透対策の進捗により、雨水の流出量を減らす
③ 貯留機能があるエリアを今後も保全する

④ 浸水エリアに土地利用規制を適用するなど、危険なエリアには住ませない・
安全な場所に移転する等の対策を講じる

合同現地調査・意見交換会実施状況（R6.6.6：第1回）

●特定都市河川の指定によってできるようになること

○繁根木川において、下流部は市街地が密接しており、河道拡幅等の河川整備によるリスク軽減が困難な状況等から、

特定都市河川指定に向けた検討を進めている。

○流域治水の推進、特定都市河川指定の検討のため、関係者（国・熊本県・玉名市 関係部署）と流域の課題やその対策

等に関する意見交換会を実施している。

繁根木川下流部沿川の市街地密接状況

意見交換会実施状況

繁根木川 特定都市河川指定の検討
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